
よくあるご質問 

 

おえクーポンについて（市民の皆さま向け） 

　１　おえクーポンとは何ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　物価高騰の影響を受ける市民の生活支援と市内の地域経済の活性化を図るため、国

の「物価高騰対応重点支援地方交付金」を活用し、吉野川市内の取扱店舗で使用できる

クーポンです。 

 

　２　おえクーポンをもらえる対象者は？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　令和８年２月１日時点で吉野川市の住民基本台帳に登録されている全市民が対象と

なります。１人につき１２，０００円（５００円×２４枚）のクーポンを配付します。 

　　３月中旬から、ゆうパックで世帯ごとに人数分を配送します。 

 

　３　おえクーポンの利用期間はいつからいつまでですか？　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　令和８年４月１日（水）から令和８年９月３０日（水）まで利用ができます。 

　　利用期間が過ぎると使用ができなくなりますので、ご注意ください。 

 

　４　おえクーポンは何種類ありますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

市内全ての取扱店舗で使える「共通券」と、吉野川市に本社がある取扱店舗で使える

「地元店舗限定券」の２種類です。 

１人につき、共通券６，０００円（５００円×１２枚）と、地元店舗限定券６，００

０円（５００円×１２枚）を配付します。 

　 

　５　おつりは出ますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　おつりは出ません。 

　　 

　６　おえクーポンはどこで利用できますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　おえクーポン配付時に同封する取扱店舗一覧または、市ホームページにてご確認く

ださい。市ホームページは、随時更新しています。 

 

　７　おえクーポンが使えるお店の目印はありますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　おえクーポンが使用できる店舗では、吉野川市おえクーポン取扱店舗ポスターを明

示しています。 

また、最新の取扱店舗は、市ホームページにてご確認ください。 

 

　８　一度に使用できるおえクーポンの枚数に制限はありますか？　　　　　　　　　　　　　 

　　　制限はありません。ただし、おつりは出ませんのでご注意ください。 



　９　おえクーポンが利用できない商品やサービスはありますか？　　　　　　　　　　　　　 

　　　利用できない商品やサービスは次のとおりです。 

(１)　不動産及び金融商品 

(２)　たばこ 

(３)　商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの 

(４)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２ 

２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務 

(５)　国税、地方税、使用料等の公租公課 

 

　10　おえクーポンは他の商品券や割引券との重複利用ができますか？　　　　　　　　　　　 

　　　各取扱店舗の判断となりますので、詳細は取扱店舗にお問い合わせください。 

 

　11　処方箋が必要な薬や、病院でも利用可能ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　利用が可能です。ただし、医療保険制度上、一部負担金等を超えるおえクーポンの使

用はできませんので、ご注意ください。 

　　（例）一部負担金等が９００円の場合、５００円のおえクーポン２枚ではなく、５００

円のおえクーポン１枚と現金４００円をお支払いください。 

 

　12　自分で買い物に行けません。本人以外でも使えますか？　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　ご本人の代わりに、ご家族などが買い物に行く場合でもお使いいただけます。 

　　　ただし、第三者への譲渡はできません。 

 

　13　おえクーポンが汚損、破損した場合でも使用できますか？　　　　　　　　　　　　　　 

　　　多少の汚れは問題ありませんが、おえクーポンの真贋を確認する必要がありますの

で、紙幣と同様に大切に取扱いください。おえクーポンの紛失、破損等による再発行は

行いません。 

 

　14　おえクーポンが盗難、紛失、その他事故等にあった場合の対応は？　　　　　　　　　　 

　　　おえクーポンの盗難、紛失、滅失等の事故に対し、市は一切責任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



おえクーポンについて（事業者の皆さま向け） 

 

　１　おえクーポン取扱店舗として登録するにはどうすればいいですか？　　　　　　　　　　 

　　　吉野川商工会議所または吉野川市商工会に設置している所定の申請用紙に必要事項

を記入し、登録手続きを行ってください。登録手続きには、申請者の普通預金または当

座預金の口座名義人、口座番号の分かる書類が必要です。 

　　　●吉野川商工会議所　　　　　　　　　　●吉野川市商工会　 

吉野川市鴨島町鴨島１６９－１　　　　　吉野川市山川町翁喜台１１７　 

℡２４-２２７４　　　　　　　　　　　 山川地域総合ｾﾝﾀｰ２階 

（平日午前９時～午後５時）　　　　　　℡４２-５６４２ 

　       　　　　　　　　　　　　　  　　　　（平日午前９時～午後５時） 

 

　２　登録するにあたって金銭的な負担はありますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　登録は無料です。また、振込手数料や換金に係る手数料は一切ありません。 

 

　３　換金申請窓口はどこになりますか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　取扱店舗の登録手続きされた登録場所（吉野川商工会議所または吉野川市商工会）で

換金申請を行ってください。 

　　※換金申請の際に必要となる使用済みクーポンは、必ずクーポン裏面に店舗名を押印

又は記入ください。 

 

　４　おえクーポンの換金期間はいつからいつまでですか？　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　令和８年４月１日（水）から令和８年１０月３０日（金）までとなります。 

　　（土日祝日を除きます。） 

　　 吉野川商工会議所及び吉野川市商工会の換金受付時間は、午前１０時から午後４時 

までとなります。令和８年１０月３０日を過ぎた換金は一切対応できませんので、忘れ

ずに期間内に換金申請を行ってください。 

 

　５　おえクーポンの換金にどのくらい日数がかかりますか？　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　換金の振込日は、原則として次のとおりです。（振込日が、土・日・祝日などの休日

に当たる場合は、休日の前営業日となります。） 

(１)　換金申請を毎月１日から１０日までにした場合　　１７日 

(２)　換金申請を毎月１１日から２０日までにした場合　２７日 

(３)　換金申請を毎月２１日から月末までにした場合　　翌月７日


